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越谷市家庭的保育事業等認可・確認に関する基準 
 

平成27年６月１日市長決裁・平成28年６月７日市長決裁 
平成30年３月29日市長決裁・令和元年10月28日市長決裁 
令和２年３月31日市長決裁・令和２年12月28日市長決裁 
令和６年６月28日市長決裁・令和７年３月28日市長決裁 

 

第１ 目的 

   この基準は、児童福祉法(昭和２２年法律第１６４号)第３４条の１５第

２項の規定に基づく家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育

事業及び事業所内保育事業(以下「家庭的保育事業等」という。)の認可

及び子ども・子育て支援法(平成２４年法律第６５号)第４３条第１項の

規定に基づく確認について、児童福祉法施行規則(昭和２３年厚生省令第

１１号)、越谷市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例(平成２６年条例第２１号。以下「認可基準条例」という。)、越谷

市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

(平成２７年規則第９６号。以下「認可基準規則」という。)及び越谷市

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例(平成２６年条例第２０号。以下「確認基準条例」という。)に定

めるもののほか、必要な事項を定めることにより、適正な認可及び確認

を行うことを目的とする。 

 

第２ 認可の基本方針 

   家庭的保育事業等の認可に当たっては、「越谷市こども計画」に基づき、

人口、就学前児童数、待機児童数、延長保育等多様な保育サービスに対

する需要及び将来の動向などを踏まえ、その必要性を審査するものとす

る。 

 

第３ 事業者 

   家庭的保育事業等を行う者(以下「事業者」という。)が、社会福祉法人

又は学校法人(以下「社会福祉法人等」という。)である場合にあっては

別表１に掲げる要件を満たすこととし、社会福祉法人等以外の者である

場合にあっては別表２の要件を満たすこととする。 

 

第４ 家庭的保育事業等を行う事業所の立地条件等 

 １ 位置 

   家庭的保育事業等(居宅訪問型保育事業を除く。)を行う事業所の位置は、

通所事業を行う場所として、安全性、利便性があり、事業所を開設する



- 2 - 

ことについて、周辺住民への説明及び調整が、十分になされていること。 

 ２ 名称 

   家庭的保育事業等を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称は、公

序良俗に反しないものであり、かつ、すでに市内にある認定こども園、

保育所、幼稚園、事業所又は認可外保育施設と同一又は紛らわしいもの

でないこと。 

 ３ 定員 

  ⑴ 認可定員 

    認可定員は、児童福祉法及び認可基準条例に定めるところによる。こ

の場合において、小規模保育事業及び事業所内保育事業の定員は、原則、

各年齢別に定めるものとし、１歳児から２歳児までの各年齢の定員は、

１つ下の年齢の定員以上の数とするものとする。 

  ⑵ 利用定員 

    利用定員は、原則として認可定員と同数で定めるものとする。 

  ⑶ 定員の弾力化 

    家庭的保育事業等（家庭的保育事業を除く。）は、総定員の範囲内で

受け入れることを原則とするが、認可基準条例、認可基準規則及びこの

基準に定める設備及び職員配置の基準を下回らない範囲内で、定員を超

えて保育を実施することができる。ただし、連続する過去の５年度間常

に定員を超えており、かつ、各年度の年間平均在所率（当該年度内にお

ける各月初日の在所人員の総和を各月初日の利用定員の総和で除したも

のをいう。）が１２０％以上であるときは、定員の見直しを行うものと

する。 

 

第５ 事業の用に供する土地及び建物並びに事業所の構造、設備等 

 １ 土地及び建物の権利 

   事業者は、家庭的保育事業等の用に供する土地及び建物いずれについて

も、所有権を有し、又は国若しくは地方公共団体から貸与若しくは使用

許可を受けていることが原則であるが、国又は地方公共団体以外の者か

ら貸与を受けて家庭的保育事業等を行う場合は、別表３に掲げる要件を

満たすこと。この場合において、貸与を受ける土地又は建物については、

抵当権等の制限物権その他の事業所の運営に支障となる権利が付されて

いないことが望ましいこと。 

 ２ 事業所に係る耐震 

  ⑴ 事業所は、昭和５６年６月１日以降に建築確認を受けた建築物である
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こと。 

  ⑵ 昭和５６年５月３１日以前に建築された建築物又は同日において工事

中であった建築物である場合は、認可基準規則第２条の規定に基づき、

次に掲げる基準を満たすための改修を行っていることが必要であるが、

当該基準の診断に当たっては、「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進

を図るための基本的な方針(平成１８年国土交通省告示第１８４号)」に

定める方法により行うこと。 

   ア 木造の場合 

     構造耐震指標１.０以上。構造耐震指標が１.０未満の場合は、地震

により当該建築物が倒壊し、又は崩壊しても安全な空間が確保できる

よう、耐震シェルター等の設置を行っているもの 

   イ 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の場合 

     各階の構造耐震指標０.６以上で、かつ、各階の保有水平耐力に係

る指標１.０以上。ただし、指標を算定することなく構造躯
く

体の耐震

性に係わる要件による判定が可能な場合は、当該要件を満たし当該建

築物が必要とされる耐震性を有していると判定されること。 

  ⑵ 前号の基準を満たしていることの確認は、耐震診断報告書、耐震診断

補強工事実施済みを証明する書類等により確認するものとする。 

 ３ 事業所の２方向避難 

   事業所は、火災等の非常時に乳幼児の避難上有効な出口を２以上設け、

かつ、当該出口に通ずる避難上有効な通路を２以上設けること。 

 ４ 事業所の構造及び設備 

   事業所の構造及び設備は、建築基準法(昭和２５年法律第２０１号)、都

市計画法(昭和４３年法律第１００号)、消防法(昭和２３年法律第１８６

号)その他関係法令、認可基準条例及び認可基準規則に定めるもののほか、

採光及び換気等の保健衛生並びに危害防止に十分考慮し、別表４に定め

る基準を満たすこと。 

 ５ 居宅訪問型保育事業所の設備、備品等 

  ⑴ 居宅訪問型保育事業は保育を必要とする乳幼児の居宅での保育である

ため、１から４までの規定については、居宅訪問型保育事業には適用し

ない。 

  ⑵ 乳幼児の居宅での保育という点を踏まえても、事業運営のためには、

乳幼児等の個人情報を保管するキャビネット、事業運営に使用する情報

機器等が必要であることから、居宅訪問型保育事業所には、居宅訪問型

保育事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画として、当
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該キャビネットや情報機器等を設置する事務スペースを設ける必要があ

ること。また、居宅訪問型保育事業所に備えるべき設備及び備品等とし

て、当該キャビネットや情報機器等のほか、保育に使用する備品等(認

可基準条例第３７条第１号に規定する保育を行う場合にあっては、当該

保育に使用する備品等を含む。)についても、必要に応じて備えること。 

  ⑶ 居宅訪問型保育事業の用に供する土地又は建物について、国又は地方

公共団体以外の者から貸与を受ける場合は、別表３に掲げる要件のうち、

２、３及び５を満たすこと。 

 

第６ 職員 

 １ 管理者 

  ⑴ 管理者(児童福祉法施行規則第３６条の３６第１項第４号の福祉の実

務を担当する幹部職員をいう。以下同じ。)は、児童福祉事業に熱意が

あり、事業を適正に運営できる者であることとし、社会福祉法人等以外

の者が事業者となる場合は、別表２の３に定める要件を満たすこと。 

  ⑵ 管理者は、所長、園長などの名称にかかわらず、事業所において保育

を行う乳幼児の健康と安全に責任を負い、保護者や関係機関との連携の

構築・強化、職員の資質の向上等の役割を持つ。したがって、当該事業

所内の他の職員の指示・監督により業務を行う者は管理者とはみなさな

いものとする。 

  ⑶ 管理者の専任については、以下の要件に該当しない場合は、専任と判

断しないものとする。 

   ア 常時、実際に当該事業所の管理運営の業務に専従していること。 

   イ 管理者就任中は２以上の施設や他の事業、会社等と兼務することな

く、管理者の職務に専念すること。 

  ⑷ 事業者の代表者が管理者を兼任する場合については、次の条件を満た

していること。この場合において、当該事業者における実施事業が当該

事業所のみのときは、専任として取り扱うものとする。 

   ア 公共性が確保されているとともに公正な運営がなされており、今後

も引き続き適正な運営が確保できること。 

   イ 他に適当な人材を求めることが困難であること。 

   ウ アの要件を具備しているかどうかの判断は、「越谷市保育所認可・

確認に関する基準(平成２７年７月１５日市長決裁)」の第６の１の⑷

に定める「社会福祉法人の公共性・公正な運営の確保に係る判断基準」

に準じて行うものとする。 
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 ２ 乳幼児の保育に従事する職員 

  ⑴ 家庭的保育事業及び小規模保育事業Ｃ型 

   ア 家庭的保育者(保育士資格を有する者に限る。)は、次に掲げるいず

れかの研修を修了した者とする。 

    (ｱ) 子育て支援員研修(「子育て支援員研修事業実施要綱(平成２７

年５月２１日付け雇児発0251第１８号厚生労働省雇用均等局・児

童家庭局長通知別紙)」に定める研修カリキュラムに基づいて適正

に行われた研修をいう。以下同じ。)の専門研修(地域保育コース

(地域型保育)) 

    (ｲ) 家庭的保育者等研修(「多様な保育研修事業実施要綱(平成２７

年５月２１日付け雇児発0251第１９号厚生労働省雇用均等局・児

童家庭局長通知別添４)」に定める研修カリキュラムに基づいて適

正に行われた研修をいう。以下同じ。)の基礎研修 

   イ 家庭的保育者(保育士資格を有しない者に限る。)は、次に掲げるい

ずれかの研修を修了した者とする。 

    (ｱ) 子育て支援員研修の専門研修(地域保育コース(地域型保育))及

び家庭的保育者等研修の認定研修 

    (ｲ) 家庭的保育者等研修の基礎研修及び認定研修 

   ウ ア及びイの規定にかかわらず、認可基準条例の施行の日前に、小規

模保育運営支援事業実施要綱(平成２６年５月２９日付け雇児発 0529

第１９号別紙)、グループ型小規模保育事業実施要綱(同日付け雇児発

0529 第２０号別紙)又は家庭的保育事業実施要綱(同日付け雇児発

0529 第２２号別紙)に基づき、家庭的保育者としてこれらの事業に従

事していた者については、家庭的保育者とみなす。 

   エ 家庭的保育補助者は、次に掲げるいずれかの研修を修了した者とす

る。 

    (ｱ) 子育て支援員研修の基本研修及び専門研修(地域保育コース(地

域型保育)) 

    (ｲ) 家庭的保育者等研修の基礎研修(小規模保育運営支援事業実施要

綱に基づき実施された同等の研修を含む。) 

   オ  アからエまでの研修の修了状況については、当該研修の実施主体

(市長、都道府県知事若しくは他の市区町村長又は市長、都道府県知

事若しくは他の市区町村長が指定した研修事業者であるものをいう。

以下同じ。)が発行する修了証書により確認するものとする。 

  ⑵ 小規模保育事業Ａ型 
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   ア 認可基準条例第３１条第２項の保育士の数は、常勤の保育士によっ

て満たすことを基本とし、その算定方法は、以下のとおり、年齢別に

乳幼児の数を配置基準で除し、小数点以下１位未満の端数があるとき

はこれを切り捨て、各々を合算した値の小数点以下の端数を四捨五入

したもの（１未満の場合は、１）に１を加えた数とする。 

     必要配置数＝(０歳児の数×１／３) 

           ＋｛(１歳児の数＋２歳児の数)×１／６｝ 

           ＋１ 

   イ 開所時間の始期、終期の前後の時間帯等で乳幼児がごく少数となる

場合については、常時複数の保育士の配置までは求めないが、保育士

１人となる時間帯を必要最小限とし、事故等の緊急対応や異年齢への

配慮など、適切な運営体制の確保が求められること。 

     ＜「ごく少数となる場合」の定義＞ 

      年齢別に乳幼児の数を配置基準で除し、小数点以下１位未満の端

数があるときはこれを切り捨て、各々を合算した値が０．４以下

となる場合 

   ウ アの規定にかかわらず、事業所本来の事業の円滑な運営を阻害せず、

保育時間や保育する乳幼児の数の変化に柔軟に対応すること等により、

乳幼児の処遇水準の確保が図られる場合で、次の条件の全てを満たす

場合には、常勤以外の保育士を充てることができる。 

    (ｱ) 常勤の保育士が各組や各グループに１人以上(乳児を含む各組や

各グループであって当該組・グループに係る配置基準上の定数が

２人以上の場合は、最低２人)配置されていること。 

    (ｲ) 常勤の保育士に代えて常勤以外の保育士を充てる場合の当該常

勤以外の職員の合計勤務時間数が、常勤の職員を充てる場合の勤

務時間数を上回ること。 

   エ ウの規定により常勤以外の保育士を充てる場合は、「保育所保育指

針(平成２９年厚生労働省告示第１１７号)」による乳幼児の発達に応

じた組やグループ編成を適切に行うとともに、これを明確にしておく

こと。 

  ⑶ 小規模保育事業Ｂ型 

   ア 認可基準条例第３３条第２項の保育士又は保育従事者の数は、⑵ア

に規定する算定方法により算出し、その半数以上は保育士とする。 

   イ ⑵イの規定は、小規模保育事業Ｂ型について準用する。この場合に

おいて、⑵イの規定中「常時複数の保育士」とあるのは「常時複数の
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保育士又は保育従事者」と読み替えるものとする。 

   ウ イの規定において読み替えて準用する⑵イの規定により１人が配置

される時間帯にあっては、当該者は保育士であること。 

   エ ⑵ウ及びエの規定は、小規模保育事業Ｂ型について準用する。この

場合において、⑵ウ及びエの規定中「保育士」とあるのは、「保育士

又は保育従事者」読み替えるものとする。 

   オ 保育従事者は、次に掲げるいずれかの研修を修了した者とする。 

    (ｱ) 子育て支援員研修の基本研修及び専門研修(地域保育コース(地

域型保育)) 

    (ｲ) 家庭的保育者等研修の基礎研修(小規模保育運営支援事業実施要

綱に基づき実施された同等の研修を含む。) 

   カ オの研修の修了状況については、当該研修の実施主体が発行する修

了証書により確認するものとする。 

  ⑷ 居宅訪問型保育事業 

   ア 居宅訪問型保育事業に従事する家庭的保育者は、居宅訪問型保育研

修(多様な保育研修事業実施要綱に定める研修カリキュラムに基づい

て適正に行われた研修をいう。)の基礎研修及び専門研修を修了した

者とする。ただし、認可基準条例第３７条第１号に規定する保育を実

施しない場合は、基礎研修のみで足りる。 

   イ 居宅訪問型保育に従事する家庭的保育者が保育士資格を有しない者

である場合は、アの研修のほか、家庭的保育者等研修の認定研修を修

了すること。 

   ウ ア及びイの研修の修了状況については、当該研修の実施主体が発行

する修了証書により確認するものとする。 

  ⑸ 保育所型事業所内保育事業 

   ア 認可基準条例第４３条第２項の保育士の数は、常勤の保育士によっ

て満たすことを基本とし、その算定方法は、以下のとおり、年齢別に

乳幼児の数を配置基準で除し、小数点以下１位未満の端数があるとき

はこれを切り捨て、各々を合算した値の小数点以下の端数を四捨五入

することによる。 

     必要配置数＝(０歳児の数×１／３) 

           ＋｛(１歳児の数＋２歳児の数)×１／６｝ 

   イ 保育に当たっては、常時複数の保育士を配置すること（認可基準条

例附則第４項に規定する特例を適用する場合を除く。）。 

   ウ ⑵ウ及びエの規定は、保育所型事業所内保育事業について準用する。 
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  ⑹ 小規模型事業所内保育事業 

   ア 認可基準条例第４６条第２項の保育士又は保育従事者の数は、⑵ア

に規定する算定方法により算出し、その半数以上は保育士とする。 

   イ ⑵イの規定は、小規模型事業所内保育事業について準用する。この

場合において、⑵イの規定中「常時複数の保育士」とあるのは「常時

複数の保育士又は保育従事者」と読み替えるものとする。 

   ウ イの規定において読み替えて準用する⑵イの規定により１人が配置

される時間帯にあっては、当該者は保育士であること。 

   エ ⑵ウ及びエの規定は、小規模型事業所内保育事業について準用する。

この場合において、⑵ウ及びエの規定中「保育士」とあるのは、「保

育士又は保育従事者」と読み替えるものとする。 

   オ 保育従事者は、次に掲げる研修を修了した者とする。 

    (ｱ) 子育て支援員研修の基本研修及び専門研修(地域保育コース(地

域型保育)) 

    (ｲ) 家庭的保育者等研修の基礎研修(小規模保育運営支援事業実施要

綱に基づき実施された同等の研修を含む。) 

   カ オの研修の修了状況については、当該研修の実施主体が発行する修

了証書により確認するものとする。 

  ⑺ 「保育所等における利用乳幼児がいない時間帯の保育士配置の考え方

について(令和２年２月１４日子保発0214第１号厚生労働省子ども家庭

局保育課長通知)」の趣旨に鑑み、小規模保育事業Ａ型、小規模保育事

業Ｂ型、保育所型事業所内保育事業及び小規模型事業所内保育事業にお

いて、当該事業を行う事業所の開所時間中に、全ての乳幼児が帰宅する

などにより乳幼児のいない時間帯が生じた場合にあっては、⑵ア、⑶ア、

⑸イ及び⑹アの規定にかかわらず、保育士又は保育従事者を配置しない

ことができる。ただし、以下に掲げる要件を満たす場合に限る。 

   ア 突発的な事由により関係行政機関又は保護者が当該事業所に連絡す

る場合に備えて、当該事業所の開所時間内において随時円滑に管理者

等へ連絡が取れるよう、開所時間中は管理者、管理者の権限を代行し

うる者等が常駐する、職員間の連絡体制を整備するなど、確実な連絡

手段、連絡体制が確保されていると認められること。 

   イ タイムカード、ＩＣカードによる記録、情報機器端末の使用記録等

の客観的記録を基礎として、乳幼児の登所及び降所の時間並びに保育

士又は保育従事者の出勤及び退勤の時間の状況を把握し、現に当該事

業所において保育されている乳幼児の数と乳幼児の保育に従事してい



- 9 - 

る保育士又は保育従事者の数が確認できること。 

  ⑻ 小規模保育事業Ａ型、小規模保育事業Ｂ型、保育所型事業所内保育事

業及び小規模型事業所内保育事業においては、子ども・子育て支援法に

基づき市町村（特別区含む。）が認定した保育必要量の範囲内で、各保

護者の希望に応じた保育の提供がなされるべきものであり、⑺の規定に

よる取扱を実施することにより、各保護者の希望に基づく当該事業の利

用が阻害されることがないよう、十分に配慮する必要があること。保護

者が乳幼児を預けることをためらうような依頼等も適切ではない。 

  ⑼ 認可基準規則第９条第２号に規定する家庭的保育事業所等は、次に掲

げるいずれかの施設とする。 

   ア 児童福祉法第２４条第２項に規定する家庭的保育事業等を行う事業

所 

   イ 児童福祉法第７条第１項に規定する児童福祉施設 

   ウ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関す

る法律（平成１８年法律第７７号。以下「認定こども園法」という。）

第２条第６項に規定する認定こども園（幼保連携型認定こども園を除

く。） 

   エ 認可外保育施設（児童福祉法第６条の３第９項から第１２項までに

規定する業務又は同法第３９条第１項に規定する業務を目的とする施

設（児童福祉法施行規則第４９条の２で定めるものを除く。）であっ

て、同法第３４条の１５第２項若しくは第３５条第４項の認可又は認

定こども園法第１７条第１項の認可を受けていないもの（児童福祉法

第５８条の規定により児童福祉施設若しくは家庭的保育事業等の認可

を取り消されたもの又は認定こども園法第２２条第１項の規定により

幼保連携型認定こども園の認可を取り消されたものを含む。）をい

う。） 

  ⑽ 認可基準条例附則第４項に規定する第３１条第２項各号又は第４３条

第２項各号に定める数の合計数が１となるときとは、年齢別に乳幼児の

数を配置基準で除し、小数点以下１位未満の端数があるときはこれを切

り捨て、各々を合算した値が１．４以下となるときとする。 

  ⑾ 認可基準条例附則第５項の規定により幼稚園教諭若しくは小学校教諭

又は養護教諭（以下「幼稚園教諭等」という。）の普通免許状を有する

者を保育士とみなす場合において、保育に従事したことのない幼稚園教

諭等に対しては、子育て支援員研修等の必要な研修の受講を促すこと。 

  ⑿ 認可基準条例附則第６項の規定により保育士と同等の知識及び経験を
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有すると市長が認める者を保育士とみなす場合は、保育士とみなされた

者に対し、保育士資格の取得を促していくこと。 

  ⒀ 認可基準条例附則第４項から第７項までに規定する特例の対象となる

事業所は、過去３年間の指導監査において、市長から勧告や改善命令等

を受けていないものとする。 

 ３ 調理員 

  ⑴ 家庭的保育事業所のうち、定員３人以下のものにあっては、家庭的保

育補助者が調理員を兼ねることができる。 

  ⑵ 保育所型事業所内保育事業所のうち、定員が２０人以上４０人以下の

ものにあっては１人以上、定員が４１人以上のものにあっては２人以上、

定員が１５１人以上のものにあっては３人以上調理員を配置すること。 

 ４ 嘱託医 

   家庭的保育事業等(居宅訪問型保育事業を除く。)にあっては、嘱託医及

び歯科嘱託医をそれぞれ１人以上確保すること。嘱託医及び歯科嘱託医

については、直接契約等により委嘱する場合にあっては医師との間で契

約書を、連携施設から別表６の１⑵嘱託医に関する支援を受ける場合に

あっては連携施設との間で協定書、契約書等を締結すること。 

 

第７ 運営 

 １ 保育時間・開所時間・休所日 

  ⑴ 保育時間 

    家庭的保育事業等の保育時間は、１日につき８時間を原則とし、乳幼

児の保護者の労働時間その他の家庭の状況等を考慮して⑵に規定する開

所時間内で、事業者が定めるものとする。 

  ⑵ 開所時間 

    事業所の開所時間(居宅訪問型保育事業所にあっては、居宅訪問型保

育事業に係る保育を提供する時間)は、１日につき連続した１１時間以

上を原則とする。 

  ⑶ 休所日 

    事業所の休所日(居宅訪問型保育事業所にあっては、居宅訪問型保育

事業に係る保育を提供する日)は、原則、次に掲げるとおりとする。た

だし、当該日の開所(居宅訪問型保育事業所にあっては、当該日に居宅

訪問型保育事業に係る保育を提供すること。)を妨げない。 

   ア 日曜日 

   イ 国民の祝日に関する法律(昭和２３年法律第１７８号)に規定する休日 
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   ウ １２月２９日から翌年の１月３日までの日 

 ２ 保育内容 

   保育の内容及び運営等については、次に掲げる事項に基づき、乳幼児の

最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわし

いものでなければならない。 

  ⑴ 家庭的保育事業等の保育は、「保育所保育指針」に準じて実施するこ

と。 

  ⑵ 事業者は、地域における子育て支援のため、その社会的役割を認識し、

関係機関と連携し、行動すること。 

  ⑶ 事業者は、認可基準条例第６条第４項の趣旨を踏まえ、福祉サービス

第三者評価の受審及び結果の公表並びに結果に基づく改善に努めること。 

 ３ 保険への加入 

   事業者は事業を実施するにあたり、独立行政法人日本スポーツ振興セン

ター災害共済給付、施設賠償責任保険、児童傷害保険又はこれらに類す

ると認められる保険等に加入しなければならない。 

 ４ 食事の提供 

  ⑴ 食事の提供における衛生管理 

    食事の提供における衛生管理は、「社会福祉施設における衛生管理に

ついて(平成９年３月３１日社援施第６５号厚生省大臣官房障害保健福

祉部企画課・社会･援護局施設人材課・老人保健福祉局老人福祉計画

課・児童家庭局企画課長連名通知)」の別添「大量調理施設衛生管理マ

ニュアル」を参考とし、越谷市保健所等の指導に従い、適切に行うこと。 

  ⑵ 調理業務の委託 

    乳幼児に対する食事の提供は、事業所の職員により行われることが原

則であるが、調理業務を委託する場合は、「保育所における調理業務の

委託について(平成１０年２月１８日児発第８６号厚生省児童家庭局長

通知)」に定めるところに準ずること。 

  ⑶ 食事の提供の特例 

    乳幼児に対する食事の提供は、事業所内での自園調理が原則であるが、

認可基準条例第１８条の規定により搬入施設から食事を搬入する場合は、

次に掲げることに留意し適切に行うこと。 

   ア 搬入施設からの搬入に当たっては、「保育所における調理業務の委

託について(平成１０年２月１８日児発第８６号厚生省児童家庭局長

通知)」の内容に十分留意すること。 

   イ 食を通じた乳幼児の健全育成については、「保育所における食を通
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じた子どもの健全育成(いわゆる｢食育｣)に関する取組の推進について

(平成１６年３月２９日雇児保発第0329001号厚生労働省雇用均等・児

童家庭局保育課長通知)」、「第３次越谷市健康づくり行動計画・食

育推進計画」等を参考にすること。 

   ウ 搬入施設については、認可基準条例第１８条第２項第１号及び第２

号の規定により、連携施設又は事業者と同一法人若しくは関連法人が

運営する小規模保育事業所若しくは事業所内保育事業所、社会福祉施

設、医療機関等であること。すでに搬入施設が外部搬入しており当該

外部搬入先から搬入するような、搬入施設を介した外部搬入について

は、食事提供の責任は事業者にあること、管理者が業務上必要な注意

を果たし得る体制及び契約内容を確保する必要があることから、認め

られない。 

   エ ウの規定にかかわらず、家庭的保育者が自身の居宅において家庭的

保育事業を実施する場合については、認可基準条例第１８条第２項第

３号の規定により、保育所、幼稚園、認定こども園等から調理業務を

受託している事業者のうち、市長が適当と認めるものから食事を搬入

することができる。当該事業者の適否の判断に際しては、調理業務の

受託実績等により判断するものとし、特に、家庭的保育事業が３歳未

満の乳幼児を対象とする事業であることに鑑み、離乳食等にも適切に

対応できるものでなければならない。 

  ⑷ 調理する者に対する綿密な注意 

    家庭的保育事業等において調理又は調乳を担当する職員については、

定期的な健康診断に加え、月に１回以上の検便を実施すること。また、

労働安全衛生規則(昭和４７年労働省令第３２号)に従い、雇入れの際又

は調理若しくは調乳業務への配置換えの際の検便を適切に実施し、検査

結果を確認した上で調理又は調乳業務に従事させること。 

  ⑸ 居宅訪問型保育事業の適用除外 

    居宅訪問型保育事業は保育を必要とする乳幼児の居宅での保育であり、

当該乳幼児の保護者が食事を用意し、居宅訪問型保育事業者は食事の提

供を行わないことから、⑴から⑷までの規定については、居宅訪問型保

育事業には適用しない。 

 ５ 安全計画の策定 

   認可基準条例第８条の２に規定する安全計画については、「保育所等に

おける安全計画の策定に関する留意事項等について（令和４年１２月１

５日厚生労働省子ども家庭局保育課通知）」を参考に、策定すること。 
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 ６ 車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置 

   認可基準条例第８条の３第２項に規定する「ブザーその他の車内の利用

乳幼児の見落としを防止する装置」は、国土交通省が令和４年１２月２

０日に策定・公表した「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置

のガイドライン」に適合するものであること。 

 ７ インクルーシブ保育 

   認可基準条例第１２条の規定に基づき、インクルーシブ保育を行う場合

は、「保育所等におけるインクルーシブ保育に関する留意事項等につい

て（令和４年１２月２６日厚生労働省子ども家庭局保育課等通知）」に

定めるところによること。 

 ８ 苦情解決 

   認可基準条例第２３条第１項の措置については、「社会福祉事業の経営

者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針(平成１２年６月

７日厚生省大臣官房障害保健福祉部長・社会･援護局長・老人保健福祉局

長・児童家庭局長通知別紙)」に準じ、適切な措置を講ずること。 

 

第８ 連携施設 

   事業者(居宅訪問型保育事業者を除く。)は認可基準条例第７条の規定に

より、別表６に掲げる事項に係る連携協力を行う連携施設を確保するこ

ととし、連携内容を明確にした協定書、契約書等を連携施設と締結する

こと。 

   連携施設の確保が困難である場合は、認可基準条例附則第２項の規定に

より令和１１年度末までに連携施設を確保すればよいものとする。 

 

第９ 地域型保育給付費の額の算定に係る基準 

   事業者は、子ども・子育て支援法第２９条第１項に規定する地域型保育

給付費の支給に係る事業を行う者として市の確認を受けることから、職

員の配置及び運営の内容については、第６及び第７に掲げる要件を満た

すほか、「特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型

保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する

費用の額の算定に関する基準等(平成２７年内閣府告示第４９号)」にお

いて必要とされる要件を満たすこと。 

 

   附 則(平成２７年６月１日市長決裁) 

 この基準は、市長決裁の日から施行し、平成２７年４月１日から適用する。 
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   附 則(平成２８年６月７日市長決裁) 

 この基準は、市長決裁の日から施行する。 

   附 則(平成３０年３月２９日市長決裁) 

 この基準は、平成３０年４月１日から施行する。 

   附 則(令和元年１０月２８日市長決裁) 

 この基準は、市長決裁の日から施行する。 

   附 則(令和２年３月３１日市長決裁) 

 この基準は、市長決裁の日から施行する。 

   附 則(令和２年１２月２８日市長決裁) 

 この基準は、令和３年４月１日から施行する。 

   附 則（令和６年６月２８日市長決裁） 

 この基準は、市長決裁の日から施行する。 

   附 則（令和７年３月２８日市長決裁） 

 この基準は、令和７年４月１日から施行する。 
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別表１ 社会福祉法人等が事業者となる場合の要件 

 

 １ 児童福祉法第３４条の１５第３項第４号に掲げられた基準に該当しない

こと。 

 ２ 認可基準条例第９条に抵触しないこと。 

 ３ 家庭的保育事業等の運営については、事業者が経営する事業の全体の財

務内容が不健全でなく、事業を運営するに当たって安定性が見込まれな

ければならないこと。次のいずれかに該当する場合は、少なくとも財務

内容が不健全でないことに当たらない。 

  ⑴ 直近の会計年度において債務超過(負債総額が資産総額を超えている

ことをいう。以下同じ。)となっている。 

  ⑵ 直近３年間の会計年度において、３年間連続して損失を計上している。 

  ⑶ 租税公課を滞納している。 

 ４ 国又は地方公共団体以外の者から土地又は建物の貸与を受けて家庭的保

育事業等を行う場合は、別表３に掲げる要件のうち、１から３及び５(居

宅訪問型保育事業を行う場合にあっては、２、３及び５)を全て満たすこ

と。 

 ５ 認可を受けるにあたり、別表５の１に掲げる条件を遵守できること。  
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別表２ 社会福祉法人等以外の者が事業者となる場合の要件 

 

 １ 家庭的保育事業等を行うために必要な経済的基礎として、次に掲げる要

件をいずれも満たすこと。 

  ⑴ 事業者(居宅訪問型保育事業者を除く。)は、事業所(居宅訪問型保育

事業所を除く。)の用に供する土地及び建物いずれについても、所有権

を有し、又は国若しくは地方公共団体から貸与若しくは使用許可を受け

ていること。国又は地方公共団体以外の者から貸与を受けて家庭的保育

事業等(居宅訪問型保育事業を除く。)を行う場合は、別表３に掲げる要

件を満たすこと。居宅訪問型保育事業を行う場合であって、居宅訪問型

保育事業の用に供する土地又は建物について国又は地方公共団体以外の

者から貸与を受ける場合は、別表３に掲げる要件のうち、２、３及び５

を満たすこと。 

  ⑵ 家庭的保育事業等の年間事業費の１２分の２以上に相当する資金を、

普通預金、当座預金等により有していること。 

  ⑶ 直近の会計年度において、家庭的保育事業等を経営する事業以外の事

業を含む当該主体全体の財務内容について、債務超過でないこと、３年

以上連続して損失を計上していないこと、租税公課を滞納していないこ

と等財務内容が適正であること。 

 ２ 家庭的保育事業等の経営者(その者が法人である場合にあっては、当該

法人の経営担当役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに

準ずる者をいう。)とする。以下同じ。)が社会的信望を有すること。 

 ３ 実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する知識又は経験を有する

こと。(⑴及び⑵のいずれにも該当するか、又は⑶に該当すること。) 

  ⑴ 実務を担当する幹部職員が保育所並びに保育所以外の児童福祉施設、

認定こども園、幼稚園、家庭的保育事業等及び越谷市家庭保育室(廃止

前の越谷市家庭保育条例によるものをいう。)において２年以上勤務し

た経験を有する者若しくはこれと同等以上の能力を有すると認められる

者であること又は経営者に社会福祉事業について知識経験を有する者を

含むこと。 

  ⑵ 小規模保育事業所及び定員６人以上の事業所内保育事業所にあっては、

社会福祉事業の知識経験を有する者、保育サービスの利用者(これに準

ずる者を含む。⑶において同じ。)及び実務を担当する幹部職員を含む

運営委員会(事業の運営に関し、当該事業者の相談に応じ、又は意見を

述べる委員会をいう。)を設置すること。 
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  ⑶ 経営者に、保育サービスの利用者及び実務を担当する幹部職員を含む

こと。 

 ４ 法第３４条の１５第３項第４号に掲げられた基準に該当しないこと。 

 ５ 認可基準条例第９条に抵触しないこと。 

 ６ 認可を受けるにあたり、別表５の２に掲げる条件を遵守できること。 



- 18 - 

別表３ 国又は地方公共団体以外の者から土地又は建物の貸与を受けて家庭的

保育事業等を行う場合の要件 

 

 １ 貸与を受けている土地又は建物について、地上権又は賃借権を設定し、

かつ、これを登記すること。ただし、次のいずれかに該当し、安定的な

事業の継続の確保が図られると市長が判断する場合は、この限りでない。 

  ⑴ 次に掲げるいずれかに該当すること。 

   ア 建物の賃貸借期間が賃貸借契約書において１０年以上とされている

こと。 

   イ 建物の賃貸借期間が１０年未満であっても事業者が希望すれば更新

が可能であり、通算１０年以上の賃貸借期間を確保できる見込みがあ

ること。 

  ⑵ 貸主が地方住宅公社若しくはこれに準ずる法人又は地域における基幹

的交通事業者等の信用力の高い主体であること。 

 ２ 賃借料が、地域の水準に照らして適正な額以下であること。 

 ３ 安定的に賃借料を支払い得る財源が確保されていること。 

 ４ ３とは別に、１年間の賃借料の２分の１に相当する額の資金を安全性が

あり、かつ換金性の高い形態(普通預金、定期預金、国債等)により保有

していること。 

 ５ 賃借料及びその財源が収支予算書に適正に計上されていること。 
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別表４ 事業所の構造、設備等の基準 

 １ 家庭的保育事業 

設備区分 基準設備・面積等 

乳幼児の 

保育を行う

専用の部屋 

⑴ 乳幼児の保育を行う専用の部屋の面積は、９.９㎡(定員が４

人の場合は１３.２㎡、５人の場合は１６.５㎡)以上とし、当該

面積については、有効面積で確保すること。有効面積の算定に

当たっては、内法面積から押入れ、ロッカー、収納スペース等

の造付け・固定造作物の面積を控除すること。 

 ※有効面積に含めることができる物の例 

  ・食事の際に使用する机、椅子 

  ・遊びの時間に使用する遊具 

  ・吊り戸棚等で、床上から概ね１４０ｃｍ程度の空間を確保

したもの 

  ・ベビーベッド（乳幼児のために使用する場合に限る。） 

⑵ 認可基準条例第５条第２項の規定により、最低基準を理由と

して乳幼児の保育を行う専用の部屋の面積を減少させることは

認められないが、その要因となる事案が保育の質の向上に資す

るものであり、かつ、乳幼児への影響が少ないものであると市

長が認める場合は、この限りでない。 

 ※本取扱い等による乳幼児 1 人当たりの面積が減少することに

ついては、本条の規定が最低基準を理由として、設備を低下

させてはならないとするものであるため、許容される。 

⑶ ほふくをする乳幼児とほふくをしない乳幼児を同じ部屋で保

育する場合は、ベビーフェンス、ベビーベッド等で区画するこ

と。 

⑷ 設置階は１階とする。当該設置階の判断に当たっては、避難

階(直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。以下同じ。)を１

階とするものとし、人口地盤及び立体的遊歩道が事業所を設置

する建物の途中階に接続し、当該階が避難階と認められる場合

にあっては、当該階を１階とみなすことができる。 

⑸ 保育に必要な遊具を備えること。 

調理設備 ⑴ 給食の量に応じた設備及び面積を有し、乳幼児が簡単に立ち

入ることがないようベビーフェンス等で区画され、衛生的な状

態が保たれていること。 

⑵ 調理設備の具体例は、次に掲げるものであること。 

 ア 冷凍冷蔵庫があること。当該冷凍冷蔵庫は、検食をマイナ

ス２０℃以下で２週間以上保存可能であることが望ましい。 

 イ シンクがあること。 

 ウ 給食の量に応じた数のコンロがあること。 

 エ 調理台及び配膳台があること。配膳台は、配膳車と兼ねる

ことができる。 

 オ オーブンがあることが望ましいこと。当該オーブンは、電

子レンジに付属する機能で可とする。 

 カ 手洗い器、食器消毒保管庫、食器洗浄機があることが望ま

しいこと。 

⑶ 連携施設等からの外部搬入の場合は、再加熱を行うための設

備、冷蔵庫等の保存のための設備、給食を配膳するための適切

な用具及びスペース、体調不良児等の対応に支障が生じない設

備等を有すること。 

便所 ⑴ 便所は、保育を行う専用居室及び調理設備と区画されており、

かつ乳幼児が安全に使用することができるものであること。 
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⑵ 設置階は１階とする。 

屋外遊戯に

適した庭 

⑴ 面積は、満２歳以上の幼児１人につき３.３㎡あり、幼児が実

際に遊戯可能な面積であること。 

⑵ 事業所付近にある公園、広場、寺社境内等を屋外遊戯に適し

た庭として使用する場合の要件は、次に掲げるとおりとする。 

 ア 屋外活動及び移動に当たっての安全が確保されており、事

業所からの距離が、日常的に幼児が使用できる程度(事業所か

ら幼児同伴で徒歩１０分程度の範囲内にあること。以下同

じ。)であること。 

 イ 公園、広場、寺社境内等の所有権等を有する者が地方公共

団体、公共的団体その他地域の実情に応じて信用力の高い主

体であり、事業者による安定的かつ継続的な使用が確保され

ると認められる主体であること。   
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 ２ 小規模保育事業 

設備区分 基準設備・面積等 

保育室等 

(乳児室、 

 ほふく室、 

保育室、 

遊戯室) 

⑴ 保育室等の面積は、乳幼児１人につき３.３㎡以上とし、当該

面積については、それぞれ有効面積で確保すること。有効面積

の算定に当たっては、内法面積から押入れ、ロッカー、収納ス

ペース等の造付け・固定造作物の面積を控除すること。 

 ※有効面積に含めることができる物の例 

  ・食事の際に使用する机、椅子 

  ・遊びの時間に使用する遊具 

  ・吊り戸棚等で、床上から概ね１４０ｃｍ程度の空間を確保

したもの 

  ・ベビーベッド（乳幼児のために使用する場合に限る。） 

⑵ 認可基準条例第５条第２項の規定により、最低基準を理由と

して保育室等の面積を減少させることは認められないが、その

要因となる事案が保育の質の向上に資するものであり、かつ、

乳幼児への影響が少ないものであると市長が認める場合は、こ

の限りでない。 

 ※本取扱い等による乳幼児 1 人当たりの面積が減少することにつ

いては、本条の規定が最低基準を理由として、設備を低下さ

せてはならないとするものであるため、許容される。 

⑶ 乳児室とほふく室は別に設けることが望ましいが、別に設け

ることができない場合は、ベビーフェンス、ベビーベッド等で

区画すること。 

⑷ 設置階は１階とする。当該設置階の判断に当たっては、避難

階を１階とするものとし、人口地盤及び立体的遊歩道が事業所

を設置する建物の途中階に接続し、当該階が避難階と認められ

る場合にあっては、当該階を１階とみなすことができる。 

⑸ 保育に必要な遊具を備えること。 

調理設備 ⑴ 給食の量に応じた設備及び面積を有し、乳幼児が簡単に立ち

入ることがないようベビーフェンス等で区画され、衛生的な状

態が保たれていること。 

⑵ 調理設備の具体例は、次に掲げるものであること。 

 ア  冷凍冷蔵庫があること。当該冷凍冷蔵庫は、検食をマイナ

ス２０℃以下で２週間以上保存可能であること。 

 イ  シンクがあること。当該シンクは、複槽式シンクであるこ

とが望ましい。 

 ウ 給食の量に応じた数のコンロがあること。 

 エ  調理台及び配膳台があること。配膳台は、配膳車と兼ねる

ことができる。 

 オ  オーブンがあることが望ましいこと。当該オーブンは、電

子レンジに付属する機能で可とする。 

 カ  手洗い器、食器消毒保管庫、食器洗浄機があることが望ま

しいこと。 

⑶ 連携施設等からの外部搬入の場合は、再加熱を行うための設

備、冷蔵庫等の保存のための設備、給食を配膳するための適切

な用具及びスペース、体調不良児等の対応に支障が生じない設

備等を有すること。 
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便所 ⑴ 便所は、保育室等及び調理設備と区画されており、かつ乳幼

児が安全に使用することができるものであること。 

⑵ 便所用の手洗設備が設けられていること。 

⑶ 認可定員に応じて幼児用の便器を設置することとし、その目

安は満２歳以上の幼児１５人につき１据とする。 

⑷ 汚物処理設備を設けることが望ましいこと。 

屋外遊戯場 ⑴ 屋外遊戯場の面積は、満２歳以上の幼児１人につき３.３㎡あ

り、幼児が実際に遊戯可能な面積であること。 

⑵ 事業所付近にある公園、広場、寺社境内等を屋外遊戯場とし

て使用する場合の要件は、次に掲げるとおりとする。 

 ア  屋外活動及び移動に当たっての安全が確保されており、事

業所からの距離が、日常的に幼児が使用できる程度であるこ

と。 

 イ  公園、広場、寺社境内等の所有権等を有する者が地方公共

団体、公共的団体その他地域の実情に応じて信用力の高い主

体であり、事業者による安定的かつ継続的な使用が確保され

ると認められる主体であること。 
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 ３ 保育所型事業所内保育事業 

設備区分 基準設備・面積等 

保育室等 

(乳児室、 

 ほふく室、 

保育室、 

遊戯室) 

⑴ 乳児及び満２歳に満たない幼児は満２歳以上の幼児と発育・

発達程度、生活リズム等が異なるため、乳児室又はほふく室は

保育室とは別の区画とすることが望ましいこと。 

⑵ 乳児室又はほふく室の面積は乳児及び満２歳に満たない幼児

１人につき３.３㎡以上、保育室又は遊戯室の面積は満２歳以上

の幼児１人につき１.９８㎡以上とし、当該面積については、そ

れぞれ有効面積で確保すること。有効面積の算定に当たって

は、内法面積から押入れ、ロッカー、収納スペース等の造付

け・固定造作物の面積を控除すること。 

 ※有効面積に含めることができる物の例 

  ・食事の際に使用する机、椅子 

  ・遊びの時間に使用する遊具 

  ・吊り戸棚等で、床上から概ね１４０ｃｍ程度の空間を確保

したもの 

  ・ベビーベッド（乳幼児のために使用する場合に限る。） 

⑶ 認可基準条例第５条第２項の規定により、最低基準を理由と

して保育室等の面積を減少させることは認められないが、その

要因となる事案が保育の質の向上に資するものであり、かつ、

乳幼児への影響が少ないものであると市長が認める場合は、こ

の限りでない。 

 ※本取扱い等による乳幼児 1 人当たりの面積が減少することに

ついては、本条の規定が最低基準を理由として、設備を低下

させてはならないとするものであるため、許容される。 

⑷ 乳児室とほふく室は別に設けることが望ましいが、別に設け

ることができない場合は、ベビーフェンス、ベビーベッド等で

区画すること。 

⑸ 保育に必要な遊具を備えること。 

調乳室 乳児用設備として、調乳室を設けること。調乳室は、独立の室で

あることが望ましいが、乳児室又はほふく室の内部を区画する方

法であっても可とする。 

沐浴室 乳児及び満２歳に満たない幼児用設備として、沐浴室を設けるこ

と。乳児及び満２歳に満たない幼児用便所、乳児室又はほふく室

の内部を区画する方法であっても可とする。 

医務室 静養できる機能を有し、医薬品等を常備する医務室を設けるこ

と。カーテン等で区画することができれば、事務室等との兼用も

可とする。社員用の医務室を乳幼児用の医務室として活用する場

合は、乳幼児の傷病時に適切に対応できること。 

調理室等 ⑴ 隔壁で区画され、衛生的な状態が保たれていること。 

⑵ 汚染作業区域と非汚染作業区域とを明確に区別するため、原

則として、検収場所、食品保管庫、下処理室、調理室前室、調

理室を設けること。検収場所は下処理室との兼用も可とする。 

⑶ 原則として、手洗い設備が各作業区域の入り口にあること。 

⑷ 調理室は、給食の量に応じた設備及び面積を有し、調理設備

の具体例は、次に掲げるものであること。 

 ア 検食をマイナス２０℃以下で２週間以上保存できる設備が

あること。 

 イ シンクは、用途別に相互汚染しないよう設けること。 

 ウ 給食の量に応じた数のコンロがあること。 

 エ 調理台及び配膳台があること。配膳台は、配膳車と兼ねる
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ことができる。 

⑸ 食器消毒保管庫等の調理器具、食器等が外部から汚染されな

い構造の保管設備を設けること。 

⑹ 調理員用の便所は、原則として、別に設けること。 

⑺ 定員３０人以下の事業所であって⑵、⑶、⑷イ、⑸及び⑹に

よりがたい場合は、汚染作業と非汚染作業を明確に区分し食材

の相互汚染を防止するなど、必要な措置をとること。 

⑻ 事業所内保育事業所を設置及び管理する事業主が事業場に附

属して設置する炊事場を調理室として利用する場合は、離乳食

やアレルギー対応など乳幼児に対する食事の提供が適切に行わ

れる必要があること。 

⑼ 連携施設等からの外部搬入の場合は、再加熱を行うための設

備、冷蔵庫等の保存のための設備、給食を配膳するための適切

な用具及びスペース、体調不良児等の対応に支障が生じない設

備等を有すること。 

便所 ⑴ 便所は、保育室等及び調理室と区画されており、かつ乳幼児

が安全に使用することができるものであること。 

⑵ 便所用の手洗設備が設けられていること。 

⑶ 認可定員に応じて幼児用の便器を設置することとし、その目

安は満２歳以上の幼児１５人につき１据とする。 

⑷ 乳児及び満２歳に満たない幼児用に汚物処理設備を設けるこ

とが望ましいこと。 

屋外遊戯場 ⑴ 屋外遊戯場の面積は、満２歳以上の幼児１人につき３.３㎡あ

り、幼児が実際に遊戯可能な面積であること。 

⑵ 事業所付近にある公園、広場、寺社境内等を屋外遊戯場とし

て使用する場合の要件は、次に掲げるとおりとする。 

 ア 屋外活動及び移動に当たっての安全が確保されており、事

業所からの距離が、日常的に幼児が使用できる程度であるこ

と。 

 イ 公園、広場、寺社境内等の所有権等を有する者が地方公共

団体、公共的団体その他地域の実情に応じて信用力の高い主

体であり、事業者による安定的かつ継続的な使用が確保され

ると認められる主体であること。 

⑶ 屋上を屋外遊戯場として使用する場合の要件は、次に掲げる

とおりとする。 

 ア 保育所保育指針に示された保育内容の指導が、効果的に実

施できるような環境とするよう配慮すること。 

 イ 当該建物は、耐火建築物であること。 

 ウ 屋上施設として、便所、水飲み場等を設けること。 

 エ 職員、消防機関等による救出に際して、支障のない程度の

階数の屋上であること。 

 オ 屋上から地上又は避難階に直通する避難用階段が設けられ

ていること。 

 カ 屋上への出入口の扉は、特定防火設備に該当する防火戸で

あること。 

 キ 油その他の引火性の強いものを置かないこと。 

 ク 屋上の周囲には金網を設けるものとし、その構造は、上部

を内側に湾曲させる等乳幼児の転落防止に適したものとする

こと。 

 ケ 警報設備は、屋上にも通ずるものとし、屋上から非常を知

らせる設備についても配慮すること。 

 コ 消防機関との連絡を密にし、防災計画等について指導を受

けること。 
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保育室等を

２階以上に

設ける場合

の基準 

⑴ 保育室等を建物の２階以上に設ける場合、認可基準規則第７

条に基づいて備えるべき設備については、次の要件を満たすこ

と。 

 ア 保育室等を２階以上の複数階にわたり設ける場合は、その

事業所の構造設備の全てについて、最も高い階に設ける場合

の基準を満たすこと。 

 イ 認可基準規則第７条第３号に規定する歩行距離は、保育室

等の最も遠い部分から測定すること。 

⑵ 保育室等の設置階の判断に当たっては、避難階を１階とする

ものとし、人口地盤及び立体的遊歩道が事業所を設置する建物

の途中階に接続し、当該階が避難階と認められる場合にあって

は、当該階を１階とみなすことができる。 
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 ４ 小規模型事業所内保育事業 

設備区分 基準設備・面積等 

保育室等 

(乳児室、 

 ほふく室、 

保育室、 

遊戯室) 

⑴ 保育室等の面積は、乳幼児１人につき３.３㎡以上とし、当該

面積については、それぞれ有効面積で確保すること。有効面積

の算定に当たっては、内法面積から押入れ、ロッカー、収納ス

ペース等の造付け・固定造作物の面積を控除すること。 

 ※有効面積に含めることができる物の例 

  ・食事の際に使用する机、椅子 

  ・遊びの時間に使用する遊具 

  ・吊り戸棚等で、床上から概ね１４０ｃｍ程度の空間を確保

したもの 

  ・ベビーベッド（乳幼児のために使用する場合に限る。） 

⑵ 認可基準条例第５条第２項の規定により、最低基準を理由と

して保育室等の面積を減少させることは認められないが、その

要因となる事案が保育の質の向上に資するものであり、かつ、

乳幼児への影響が少ないものであると市長が認める場合は、こ

の限りでない。 

 ※本取扱い等による乳幼児 1 人当たりの面積が減少することにつ

いては、本条の規定が最低基準を理由として、設備を低下さ

せてはならないとするものであるため、許容される。 

⑶ 乳児室とほふく室は別に設けることが望ましいが、別に設け

ることができない場合は、ベビーフェンス、ベビーベッド等で

区画すること。 

⑷ 保育に必要な遊具を備えること。 

調理設備 ⑴ 給食の量に応じた設備及び面積を有し、乳幼児が簡単に立ち

入ることがないようベビーフェンス等で区画され、衛生的な状

態が保たれていること。 

⑵ 調理設備の具体例は、次に掲げるものであること。 

 ア  冷凍冷蔵庫があること。当該冷凍冷蔵庫は、検食をマイナ

ス２０℃以下で２週間以上保存可能であること。 

 イ  シンクがあること。当該シンクは、複槽式シンクであるこ

とが望ましい。 

 ウ 給食の量に応じた数のコンロがあること。 

 エ  調理台及び配膳台があること。配膳台は、配膳車と兼ねる

ことができる。 

 オ  オーブンがあることが望ましいこと。当該オーブンは、電

子レンジに付属する機能で可とする。 

 カ  手洗い器、食器消毒保管庫、食器洗浄機があることが望ま

しいこと。 

⑶ 事業所内保育事業所を設置及び管理する事業主が事業場に附

属して設置する炊事場を調理室として利用する場合は、離乳食

やアレルギー対応など乳幼児に対する食事の提供が適切に行わ

れる必要があること。 

⑷ 連携施設等からの外部搬入の場合は、再加熱を行うための設

備、冷蔵庫等の保存のための設備、給食を配膳するための適切

な用具及びスペース、体調不良児等の対応に支障が生じない設

備等を有すること。 
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便所 ⑴ 便所は、保育室等及び調理設備と区画されており、かつ乳幼

児が安全に使用することができるものであること。 

⑵ 便所用の手洗設備が設けられていること。 

⑶ 認可定員に応じて幼児用の便器を設置することとし、その目

安は満２歳以上の幼児１５人につき１据とする。 

⑷ 汚物処理設備を設けることが望ましいこと。 

屋外遊戯場 ⑴ 屋外遊戯場の面積は、満２歳以上の幼児１人につき３.３㎡あ

り、幼児が実際に遊戯可能な面積であること。 

⑵ 事業所付近にある公園、広場、寺社境内等を屋外遊戯場とし

て使用する場合の要件は、次に掲げるとおりとする。 

 ア  屋外活動及び移動に当たっての安全が確保されており、事

業所からの距離が、日常的に幼児が使用できる程度であるこ

と。 

 イ  公園、広場、寺社境内等の所有権等を有する者が地方公共

団体、公共的団体その他地域の実情に応じて信用力の高い主

体であり、事業者による安定的かつ継続的な使用が確保され

ると認められる主体であること。 

⑶ 屋上を屋外遊戯場として使用する場合の要件は、次に掲げる

とおりとする。 

 ア  保育所保育指針に示された保育内容の指導が、効果的に実

施できるような環境とするよう配慮すること。 

 イ 当該建物は、耐火建築物であること。 

 ウ 屋上施設として、便所、水飲み場等を設けること。 

 エ  職員、消防機関等による救出に際して、支障のない程度の

階数の屋上であること。 

 オ  屋上から地上又は避難階に直通する避難用階段が設けられ

ていること。 

 カ  屋上への出入口の扉は、特定防火設備に該当する防火戸で

あること。 

 キ 油その他の引火性の強いものを置かないこと。 

 ク  屋上の周囲には金網を設けるものとし、その構造は、上部

を内側に湾曲させる等乳幼児の転落防止に適したものとする

こと。 

 ケ  警報設備は、屋上にも通ずるものとし、屋上から非常を知

らせる設備についても配慮すること。 

 コ  消防機関との連絡を密にし、防災計画等について指導を受

けること。 

保育室等を

２階以上に

設ける場合

の基準 

⑴ 保育室等を建物の２階以上に設ける場合、認可基準規則第７

条に基づいて備えるべき設備については、次の要件を満たすこ

と。 

 ア  保育室等を２階以上の複数階にわたり設ける場合は、その

事業所の構造設備の全てについて、最も高い階に設ける場合

の基準を満たすこと。 

 イ  認可基準規則第７条第３号に規定する歩行距離は、保育室

等の最も遠い部分から測定すること。 

⑵ 保育室等の設置階の判断に当たっては、避難階を１階とする

ものとし、人口地盤及び立体的遊歩道が事業所を設置する建物

の途中階に接続し、当該階が避難階と認められる場合にあって

は、当該階を１階とみなすことができる。 
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別表５ 認可の条件 

 

 １ 社会福祉法人等に対する条件 

  ⑴ 児童福祉法、子ども・子育て支援法、認可基準条例、確認基準条例そ

の他関係法令及びこの基準に定める基準を維持するために、事業者に対

して必要な報告を求めた場合には、これに応じること。 

  ⑵ 確認基準条例第５２条により準用された同条例第３５条の規定を踏ま

え、社会福祉法人会計基準(学校法人にあっては学校法人会計基準)に基

づき、家庭的保育事業等を経営する事業に係る区分を設けること。 

  ⑶ 毎会計年度終了後３か月以内に、会計に関し市が必要と認める書類に、

家庭的保育事業等を経営する事業に係る現況報告書を添付して、市長に

対して提出すること。 

 

 ２ 社会福祉法人等以外の者に対する条件 

  ⑴ 児童福祉法、子ども・子育て支援法、認可基準条例、確認基準条例そ

の他関係法令及びこの基準に定める基準を維持するために、事業者に対

して必要な報告を求めた場合には、これに応じること。 

  ⑵ 確認基準条例第５２条により準用された同条例第３５条の規定を踏ま

え、収支計算書又は損益計算書において、家庭的保育事業等を経営する

事業に係る区分を設けること。 

  ⑶ 企業会計の基準による会計処理を行っている者は、前号に定める区分

ごとに、企業会計の基準による「貸借対照表(流動資産及び流動負債の

みを記載)」、「借入金明細書(別紙１)」及び「基本財産及びその他の

固定資産(有形固定資産)の明細書(別紙２)」を作成すること。 

  ⑷ 毎会計年度終了後３か月以内に、次に掲げる書類に、家庭的保育事業

等を経営する事業に係る現況報告書を添付して、市長に対して提出する

こと。 

   ア 前会計年度末における貸借対照表、前会計年度の収支計算書又は損

益計算書その他会計に関し市長が必要と認める書類 

   イ 企業会計の基準による会計処理を行っている者は、家庭的保育事業

等を経営する事業に係る前会計年度末における企業会計の基準による

「貸借対照表(流動資産及び流動負債のみを記載)」、「借入金明細書」

及び「基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産)の明細書」 
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別表６ 連携協力事項 

 

 １ 保育内容の支援 

  ⑴ 認可基準条例第７条第１号に規定する保育の内容に関する支援につい

ては、３歳児に近い２歳児に対する集団保育の体験機会の提供のほか、

具体的な連携内容の例として次に掲げる内容等が想定される。それぞれ

の事業者(居宅訪問型保育事業者を除く。以下同じ。)においては、当該

提供する保育の内容等を踏まえ、連携施設からの必要な支援内容を設定

すること。ただし、保育所型事業所内保育事業者については、保育内容

の支援に係る連携施設を確保する義務はない。 

   ア 食事の提供に関する支援 

     連携施設から食事を搬入する場合にあっては、連携施設が献立を作

成し、離乳食対応やアレルギー児対応、体調不良児対応等を含め、食

事の調理、搬入を行うこと。事業所(居宅訪問型保育事業所を除く。

以下同じ。)における自園調理の場合にあっては、連携施設が献立作

成に関する助言等を行うこと。 

   イ 嘱託医に関する支援 

     連携施設と事業者で同一の嘱託医に委嘱し、必要に応じ、連携施設

と事業者の合同で健康診断を行うこと。 

   ウ 園庭開放、合同保育等に関する支援 

     連携施設の運営に支障のない範囲で、園庭、運動場、屋外遊戯場を

開放し、合同による保育を行うこと。特に、集団保育の必要性が生じ

てくる２歳児について、３歳児からの集団保育への円滑な移行のため、

定期的な合同保育の場を設けること。このほか、発達に遅れのある可

能性がある乳幼児の早期発見、保護者・家庭支援に係る助言・相談を

行うこと。 

  ⑵ 保育内容の支援に係る連携施設は、原則、認定こども園、幼稚園又は

保育所である必要があるが、認可基準条例第７条第２項及び第３項の規

定により、認定こども園、幼稚園又は保育所以外のものを保育内容の支

援に係る連携協力を行う者として確保することができる。この場合にお

いて、当該協力を行う者との間で、連携内容を明確にした協定書、契約

書等を締結し、認可基準条例第７条第２項第２号ア及びイに掲げる要件

を明示すること。 

 

 ２ 代替保育の提供 



- 30 - 

  ⑴ 事業所の職員の病気、休暇の取得、研修への参加等により保育を提供

することができない場合に、必要に応じて代わって保育を提供すること。

ただし、保育所型事業所内保育事業者については、代替保育の提供に係

る連携施設を確保する義務はない。 

  ⑵ 代替保育の提供に係る連携施設は、原則、認定こども園、幼稚園又は

保育所である必要があるが、認可基準条例第７条第４項第１号及び第５

項の規定により、認定こども園、幼稚園又は保育所以外のものを代替保

育の提供に係る連携協力を行う者として確保することができる。この場

合において、当該協力を行う者との間で、連携内容を明確にした協定書、

契約書等を締結し、認可基準条例第７条第４項第１号ア及びイに掲げる

要件を明示すること。 

  ⑶ 認可基準条例第７条第５項第２号の事業の規模等を勘案して小規模保

育事業Ａ型事業者等と同等の能力を有すると市長が認める者は、次に掲

げるとおりとする。この場合において、当該小規模保育事業Ａ型事業者

等と同等の能力を有すると市長が認める者が連携協力する事業所に職員

を派遣するときは、当該職員は、保育士又は子育て支援員研修(基本研

修及び専門研修(地域保育コース(地域型保育)))の修了者のほか、看護

師、准看護師、保健師又は助産師とするものとし、当該看護師、准看護

師、保健師又は助産師については、乳幼児保育の経験がある者又は乳幼

児保育の研修を受けている者が望ましい。 

   ア 小規模保育事業者又は事業所内保育事業者 

   イ 第２種社会福祉事業である一時預かり事業を運営する者 

   ウ 同一法人又は関連法人であって社会福祉施設、児童福祉施設等を運

営する者 

   エ 企業主導型保育事業所(子ども・子育て支援法第５９条の２第１項

の規定による助成を受けている者の設置する施設をいい、児童福祉法

第６条の３第１２項に規定する業務を目的とするものに限る。以下同

じ。)を運営する者 

 

 ３ 卒園後の受入れ先の設定 

  ⑴ 卒園後の確実な受入れ先があることにより、保護者の安心、ひいては

事業の安定性の確保につながることから、当該受入れ先の確保をするこ

と。ただし、事業所内保育事業所を利用する者のうち、従業員枠利用者

については、卒園後の受入れ先として連携施設を確保する義務はない。 

  ⑵ 卒園後の受入れ先としての連携施設は、原則、認定こども園、幼稚園
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又は保育所である必要があるが、認可基準条例第７条第６項及び第７項

の規定により、定員２０人以上の企業主導型保育事業所又は地方公共団

体から運営費補助を受けている認可外保育施設のうち、市長が適当と認

めるものを卒園後の受入れ先に係る連携協力を行う者として確保するこ

とができる。この場合において、当該協力を行う者との間で、連携内容

を明確にした協定書、契約書等を締結すること。 

  ⑶ 認可基準条例第７条第７項の市長が適当と認めるものは、次に掲げる

要件を全て満たしていること。 

   ア ３歳以上の就学前児童について定員を設定し、恒常的に３歳以上の

就学前児童を受け入れていること。 

   イ 事業所と連携する際は、当該事業所の卒園児の利用枠を設けること。 

   ウ 市内の認定こども園の園庭、幼稚園の運動場及び保育所の屋外遊戯

場の整備状況を踏まえ、外遊びや全身運動の機会を十分確保すること。 

   エ ３歳以上の就学前児童の教育･保育について、保育所保育指針等に

準じて行われていること。特に、保育所保育指針等において、保育所

等と小学校との連携に関し「幼児期の終わりまでに育って欲しい姿」

を共有する等の記載が追加されたことを踏まえ、当該施設が行う就学

前教育･保育と小学校教育との円滑な接続に資するような工夫がされ

ていること。(小学校以降の教育は、「教科」があり、科学や国語と

いった教科に根ざしたある特定の視点や思考の枠組みを培っていくも

のとされる。一方、幼児期の教育は、教科ではなく環境を通して行う

教育・保育であり、特定の視点に立つのではなくありのままを受け止

め、幼児の体験を重視し、根源的な心の気付きを重視するものとされ

ている。就学前教育･保育は、これらの違いを踏まえるとともに、小

学校以降の教育を見通して、実践していく必要があることに留意する

こと。) 

  ⑷ ⑶のア、ウ及びエの規定は、認可基準条例第４４条第２項の規定によ

り卒園後の受入れ先としての連携施設を確保する義務がないこととされ

ている特例保育所型事業所内保育事業者について準用する。この場合に

おいて、⑶の規定中「第７条第７項」とあるのは「第４４条第２項」と、

⑶のエの規定中「当該施設」とあるのは「当該特例保育所型事業所内保

育事業者」と読み替えるものとする。 
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別紙１         借入金明細書(短期運営資金借入金を除く) 

自  年  月  日  
至  年  月  日  

(単位：円) 

区

分 
借入先 区分 

期首 

残高 

① 

当期 

借入金 

② 

当期 

償還額 

③ 

差引期末残高  

元金償還 

補助金 
利率％ 

支払利息 

返済期限 使途 

担保資産 

④＝①＋②－③ 

(うち 1年以内 

償還予定額) 

当期 

支出額 

利息補助

金収入 
種類 

地番 

または内容 

帳簿 

価額 

設
備
資
金
借
入
金 

     
 

(     ) 
         

     
 

(     ) 
         

     
 

(     ) 
         

     
 

(     ) 
         

     
 

(     ) 
         

計     
 

(     ) 
         

長
期
運
営
資
金
借
入
金 

     
 

(     ) 
         

     
 

(     ) 
         

     
 

(     ) 
         

     
 

(     ) 
         

     
 

(     ) 
         

計     
 

(     ) 
         

合計     
 

(     ) 
         

 

別紙２       基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産)の明細書 

自  年  月  日  
至  年  月  日  

区分              

資産の種類及び

名称  

期首帳簿価額 

(A) 

当期増加額 

(B) 

当期減価償却額 

(C) 

当期減少額 

(D) 

期末帳簿価額 

(E＝A＋B－C－D) 

減価償却累計額 

(F) 

期末取得原価 

(G＝E＋F) 
摘要 

 
うち国庫
補助金等
の額 

 
うち国庫
補助金等
の額 

 
うち国庫
補助金等
の額 

 
うち国庫
補助金等
の額 

 
うち国庫
補助金等
の額 

 
うち国庫
補助金等
の額 

 
うち国庫
補助金等
の額 

 

基本財産 

(有形固定資産) 

 

 
              

 土地                

 建物                

 基本財産合計                

                

その他の固定資産 

(有形固定資産) 
               

 土地                

 建物                

 車輌運搬費                

 ○○○                

その他の固定資産

(有形固定資産)合

計 

               

                

基本財産及びその

他の固定資産(有形

固定資産)計 

               

将来入金予定の償還補助金の額                

差   引                 
 


